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第24期 第5回 北広島市農業委員会総会議事録 

 

令和2年10月27日（火）13時30分、第5回北広島市農業委員会総会を北広島市役所5階議場に招

集する。 

 

１  議事日程 

日程第1  議事録署名委員の指名 

日程第2  会期の決定 

日程第3  報告第1号  現況証明願による専決処分について 

日程第4  報告第2号  農地法第3条の3の届出による専決処分について 

日程第5  報告第3号  賃貸借の合意解約について 

日程第6  議案第1号  現況証明願について 

日程第7  議案第2号  農地法第3条の規定による許可申請について 

日程第8  議案第3号  農地法第5条の規定による許可申請について 

日程第9   議題第4号  現地調査委員の指名について 

日程第10  その他 諸報告 

 

２ 応招委員  1番 茶木  義行 委員   2番 宮北  輝 委員   3番 佐藤 芳之介 委員 

5番 安宅  一夫 委員  6番 塚本 能信 委員  7番 三戸  修 委員 

     

３ 農地利用最適化推進委員出席者  阿部 知博 委員 坂本 勝則 委員 田村 智幸 委員  

森越 信幸 委員 山田 智美 委員 

 

４ 欠席委員    4番 佐々木 珠惠 委員 

 

５ 事務局出席者  事務局長 砂金 和英  事務局次長 遠藤 智   主査  武山 伍織 

５ 事務局出席者  主査   中尾 謙介  主任   安井 勝徳   主事  門間 亮太 

４ 事務局出席者   

 

（開会宣言  13時30分） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

宮 北 委 員 

議 長 

 

議 長 

 

＜日程第1：「議事録署名委員の指名」＞ 

日程第1、「議事録署名委員の指名」を行います。本日の署名委員として総会規則第14条

の規定により3番 佐藤委員、5番 安宅委員、以上2名を指名いたします。 

 

＜日程第2：「会期の決定」＞ 

日程第2、「会期の決定について」お諮りいたします。本会議の会期は、令和2年10月27

日、本日1日と決したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。会期は本日1日と決しました｡ 

 

＜日程第3：報告第1号「現況証明願による専決処分について」＞ 

報告第1号「現況証明願による専決処分について」を議題といたします。事務局から、報

告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

 質疑なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第1号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第4：報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」＞ 

報告第2号「農地法第3条の3の届出による専決処分について」を議題といたします。事

務局から、報告案件の朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。報告第2号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第5：報告第3号「賃貸借の合意解約について」＞ 

報告第3号「賃貸借の合意解約について」を議題といたします。事務局から、報告案件の

朗読をお願いいたします。 

（報告案件朗読） 

報告案件の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委

員どうぞ。 

4月1日に合意解約成立日となっておりますが、4月1日以降の耕作者や土地の現況を教

えてください。 

只今の質問にお答えいたします。4月1日に合意解約をしておりまして、農業委員会への

提出を忘れていたため、今回の提出となっております。4月1日以降の使用者は、所有者の

○○○○の知人の方が農地を使用している状況で、品目としては、ブロッコリーやイチゴ、

とうもろこしです。来年度から正式に契約をして使っていきたいという旨の相談がありまし

たので、今年度中には当該地の土地3筆について申請されると思います。以上です。 

わかりました。 

他に何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。報告第3号は、報告のとおり承認することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

茶 木 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご異議なしと認めます。報告第3号は、報告のとおり承認することに決しました。 

 

＜日程第6：議案第1号「現況証明願について」＞ 

議案第1号「現況証明願について」を議題といたします。事務局から、議案の朗読をお願

いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。この案件につきましては、現地調査委員会による現地調査が

実施されていますので、茶木委員長より調査結果の報告をお願い致します。 

 令和2年10月15日、現況証明願による現地調査を三戸委員、宮北委員、私の3名で実施

しましたので、結果についてご報告いたします。 

 番号1、○○○○○○○○○○○願出地ですが、所有者は○○○○○で、場所は○○○地

区、○○○○○付近に位置する土地でございます。この土地は、平成 23 年度に農地利用状

況調査により非農地通知が発出されています。現地の状況は、非農地と判断された当時と変

わっていないことを確認し、「非農地」と認定いたしました。 

番号2、○○○○○願出地ですが、場所は○○○地区、○○○○○○○○付近に位置する

土地でございます。○○○○、○○○の土地については平成 25 年度に、○○○の土地につ

いては平成 27 年度に農地利用状況調査により非農地通知が発出されています。現地の状況

は、非農地と判断された当時と変わっていないことを確認し、「非農地」と認定いたしまし

た。 

番号3、○○○○○願出地ですが、場所は○○○地区、○○○○○○○○付近に位置する

土地でございます。この土地は平成 25 年度に農地利用状況調査により非農地通知が発出さ

れています。現地の状況は、非農地と判断された当時と変わっていないことを確認し、「非

農地」と認定いたしました。 

以上、現地調査結果報告といたします。 

ご苦労様でした。それでは質疑を行います。何かございませんか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第1号は提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第1号は、提案のとおり決定いたしました。 

 

＜日程第7：議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」＞ 

議案第2号「農地法第3条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。何かございませんか。宮北委員ど

うぞ。 

番号1は経営規模拡大の売買ということで、農地の現状と売買後の用途をお聞きしたいで

す。それと○○○○、○○○○と○○○○と○○○○の間の土地はどのような形になってい

ますか。 

只今の質問にお答えいたします。17ページをご覧ください。○○○○が平成14年に相続

にて取得した農地で、土地の現況につきましては、○○○○、○○○○、○○○○の土地は、

近隣の農業者の方に維持管理していただいている状態で、一部は家庭菜園のような状態にな

っております。○○○○、○○○○、○○○○については不耕作となっておりまして、雑草

が生い茂っている状況です。譲受人の○○○○が取得した後は、○○○○、○○○○、○○

○○は整備した上でにんじん・かぼちゃ・馬鈴薯を作っていきたいという営農計画です。○

○○○、○○○○、○○○につきましては、長年不耕作となっておりましたので 1・2 年か

けて整備した上で、牧草を撒いて○○○○に作業受委託を検討している状況です。○○○と

○○○○の間の土地は橋がかかっておりまして、下が川となっております。なので、○○○

○、○○○○、○○○○と○○○○、○○○、○○○の間は、分断されています。以上です。 
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宮 北 委 員 

議 長 

茶 木 委 員 

事 務 局 

 

茶 木 委 員 

議 長 

宮 北 委 員 

事 務 局 

 

 

 

宮 北 委 員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

議 長 

 

宮 北 委 員 

事 務 局 

宮 北 委 員 

議 長 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

事 務 局 長 

 

 

 

 

 

わかりました。 

他に何かございませんか。茶木委員どうぞ。 

番号3についてですが、売買した後の利用予定などを教えてください。 

只今の質問にお答えいたします。来年度からの使用になりますが、イチゴ・食用の葡萄・

ワイン用の葡萄を作付の予定でございます。以上です。 

わかりました。 

他に何かございませんか。宮北委員どうぞ。 

番号3ですが、道路からの入り口付近の土地は今回の売買には含まれないのでしょうか。 

只今の質問にお答えいたします。入り口付近の土地は現在地目が山林となっておりますの

で、今回の農地法第3条の許可申請には入っておりませんが、○○○○○○○○○○○○○

が所有する土地は全て売却予定ですので、入り口付近の土地も申請者が購入予定となってお

ります。以上です。 

わかりました。 

他に何かございますか。なければ、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第2号は、提案のとおり決定することに決しました。 

 

＜日程第8：議案第3号「農地法第5条の規定による許可申請について」＞ 

議案第3号「農地法第5条の規定による許可申請について」を議題といたします。事務局

から、議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

議案の朗読が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございませんか。宮北委員ど

うぞ。 

宅地の部分もありますが、そこも含めて売買になるのでしょうか。 

只今の質問にお答えいたします。宅地の部分も含めての売買になります。以上です。 

わかりました。 

他に何かございませんか。ないようですが、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（「質疑なし。」の声） 

質疑なしと認めます。議案第3号は、許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし。」の声） 

ご異議なしと認めます。議案第3号は、許可相当と意見を付し、北海道農業会議へ意見を

聴取した後、石狩振興局長へ送付することに決定いたしました。 

 

＜日程第9：議案第4号「現地調査委員の指名について」＞ 

議案第4号「現地調査委員の指名について」を議題といたします。現地調査委員の指名に

つきましては、現況証明事務処理規程第 5 条の規定により、私から指名いたします。3 番    

佐藤委員、4 番 佐々木委員、5 番 安宅委員、調査補充委員として、6 番 塚本委員を指

名いたします。 

 

＜日程第10：「その他、諸報告について」＞ 

 諸報告を行います。事務局から発言を求められておりますので、これを許します。 

それでは、諸報告を行います。次回の第6回農業委員会総会でございますが、11月25日

の水曜日、午前10時00分から本議場で予定をしております。通常ですと、午後1時30分

からでございますが、会長動静によりまして午前10時00分からと変更になってございます。

よろしくお願いいたします。次に、会長と事務局の動静報告でございます。資料をご覧くだ

さい。9月30日第4回農業委員会総会が行われました。10月は本日第5回農業委員会総会、

11月18日に北海道農業会議第8回常設審議委員会がございまして、会長が出席いたします。
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議 長 

25 日第6回農業委員会総会でございます。北広島市議会の動きでございますが、第3 回定

例会が9月8日から10月1日までの開会でございました。動静については以上です。次に

次回現地調査委員会についてですが、11月13日金曜日午前9時から予定しております。指

名のありました委員の方々よろしくお願いいたします。以上です。 

委員の皆さまから何かございませんか。なければ、私から1点報告します。例年12月に

市長との意見交換会がございますが、皆さまからの意見を取り入れまして判断したいと思い

ます。それでは、以上をもちまして第5回北広島市農業委員会総会を閉会といたします。ご

苦労様でした。 
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（閉会宣言 14時 15分） 
 
 
 以上、総会議事を記録し、正確を期するためここに署名する。 

 
 
令和  年  月  日   

 
 
 

    
議 長 

  
署 名               

 
議事録署名委員 

 
   番 

 
署 名 

 
議事録署名委員  

 
   番 

 
署 名 

 
 


